
   

2023年 4月 6日 

東京海上日動火災保険株式会社 

 

中小機構による令和 5年度「事業継続力強化計画の策定支援」事業の受託 
 

東京海上日動火災保険株式会社（取締役社長 広瀬 伸一、以下「当社」）は、独立行政法人中小企業

基盤整備機構（理事長：豊永 厚志、以下「中小機構」）による「令和 5 年度中小企業強靱化のための事

業計画策定支援に係る業務」を受託しましたので、お知らせします。当社は、同事業を通じて、全国の中

小企業・小規模事業者（以下、事業者）の強靭化支援を行い、災害に強い地域づくりに貢献してまいりま

す。 
 

１． 背景 

近年、温暖化の影響もあり、日本全国で集中豪雨が頻発し、また、強大な地震の発生も見られるなど、自

然災害による被害が激甚化しています。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響等、企業の事業を取り巻

くリスクはより複雑化しています。これらのリスクに対する適切な備えは企業にとって重要な経営課題となっ

ています。中でも、企業数の 99％以上を占め、日本の経済を支える中小企業のリスクマネジメントの高度化

は重要な社会課題であり、2019 年に施行された「中小企業強靭化法」では、各種リスクに対する初動対応

から万が一の時のリスクファイナンスの準備等、より実効性のある対策が求められています。 

一方で、事業継続計画（BCP）を策定している中小企業は 14.7％にとどまっており、策定できていない要

因として、必要なスキル・ノウハウや人材の不足が主なものとしてあがっています（2022 年 帝国データバン

ク調査より）。 

そのような中、中小機構は、簡易版 BCP である「事業継続力強化計画」※の策定を希望する事業者に対

し、防災・減災対策の知見を有する専門家への事業委託により、同計画の策定支援を行っております。令

和 4 年度の同事業は当社が受託し、約 1,350 社の策定支援を実施しました。このたび、令和 5 年度におい

ても同事業の受託事業者の公募選定が行われ、当社が受託することとなりました。 

なお、令和 5年度の同事業では全国約 2,000社の支援を予定しています。また、自然災害や感染症対策

の計画策定のみならず、サイバーリスクにおける計画策定の支援も実施していきます。 

「事業継続力強化計画」策定支援は、事業者が BCP 策定に向けて一歩踏み出すきっかけとなる重要な

取り組みと考えております。本事業の展開を通じた「事前の対策（防災・減災）」の支援により、当社のパー

パスである「お客様や地域社会の“いざ”を支え、お守りする」ことを実践していきたいと考えております。 

※「事業継続力強化計画」とは、事業者が策定した防災・減災の事前対策に関する計画です。また、経済産業大臣が当該

計画を認定する制度があり、認定を受けた事業者は、税制優遇や金融支援、補助金申請時の加点などの支援措置を受

けることができます。 

 

２． 「令和 5年度中小企業強靱化のための事業計画策定支援に係る業務」の概要 

（１）事業継続力強化計画の策定支援 

中小機構からの受託契約に基づき、当社は希望する全国約 2,000社の事業者に対し「事業継続力

強化計画」策定支援を行います。具体的には、事業継続力強化計画の意義および認定までの流れを説

明することに始まり、ハザードマップに基づく被害想定の把握、初動対応の明確化などをサポートします。

そのうえで、認定に向けた申請支援をしてまいります。全国各地の拠点網を活用し、お客様ニーズに合わ

せてオンライン・対面を併用しながら事業者への支援を行ってまいります。 



   

（２）同事業実施に伴う情宣活動 

事業者に対する個別のご案内の他、商工団体や地域金融機関等と連携した「セミナーの開催」や「広

報物の作成・配布」を通じて、地域ごとに最適な広報活動を実施していきます。また、TOPPANエッジ株式

会社（代表取締役社長：添田 秀樹）と共同事業体を結成することにより、全国規模の発信も行っていきま

す。 

 

 
 

本事業における特設ページ URL： 

https://kyoujinnka.smrj.go.jp/handsonr5/ 

 

３． 今後について 

当社は、本事業を通じて「中小企業の強靭化」や「災害に負けない地域づくり」の実現を中小機構と共に

目指していくことで、中小企業の支援をより加速してまいります。また、当社は今後も中小企業を取り巻くリ

スクの変化をとらえ、事業継続や新たな挑戦・成長を後押しする新たな保険商品・サービスを開発・提供し

ていきます。 

以上 

＜参考＞ 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 
 

創立 2004年 7 月 

代表者 理事長 豊永 厚志 

本社所在地 〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 

職員数 779人（2022年 4月 1 日現在） 

事業内容 
中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、

地域における施設の整備、共済制度の運営等 
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